
主な事業内容

■重症心身障害児（者）等への生活上や療養上等の
支援方法等について相談に応じます。

■重症心身障害児（者）の保護者をカウンセラーとする
ピアカウンセリングを実施します。

■医療的ケアが必要な重症心身障害児（者）とその
ご家族等に対する研修会等を開催します。

※相談や家庭訪問にかかる交通費などの費用を負担していただくことはありません。
※相談に当っては、プライバシーに配慮し、秘密は必ず守ります。



【当センターへの相談例】

■相談例１

Ｑ：重症心身障害児に関する障害福祉の制度や利用までの流れを知りたい。

Ａ：お話をお伺いし、その方に必要と思われる制度についてご説明します。

■相談例２

Ｑ：将来、子どもの体調や生活環境が変化したときに、何が必要かイメージができない。

Ａ：まずは相談員がお話をお伺いします。必要に応じて、重症心身障害児者の子どもを持つ

保護者と話ができる場をつくり、経験談やアドバイスをお聞きいただくもできます。

（ピアカウンセリング）

■相談例３

Ｑ：車イスなど作成時の注意点や、支援・介助方法を教えてほしい。

Ａ：相談員による電話・窓口相談、必要に応じて出張相談もできます。

■相談例４（事業所からの相談）

Ｑ：重症心身障害児等の両親が高齢であるため、将来が心配である。

Ａ：対象のご家庭への連絡や訪問が可能であれば、直接お話させていただくこともできます。

広島市から委託を受けた広島市重症心身障害児者相談支援センターの通称で

す。名前の由来は、医療ケアが必要な方をはじめ、さまざまな状況により社会

生活を送ることが難しい方が、当事業所に相談いただくことで、ほっとする。

暖かい気持ちになる。前向きになれるよう親しみの持てる名前としています。

〒７３１-５１２２

広島市佐伯区五日市町皆賀１０４番２７号（鈴が峰内）

JR五日市駅北口からの送迎もあります（一度ご連絡ください）。




